
 

 

 

 

 

新曽中央地区 

地地区区ままちちづづくくりり協協定定（（案案））にに関関すするる  
意意見見募募集集ののおお願願いい 

戸田市都市整備部都市整備課 

【調査の目的】 

新曽中央地区では、戸田市都市まちづくり推進条例に基づく「新曽中央地

区地区まちづくり構想」が平成 23 年 3 月 31 日に策定されました。さらに、

7 月には、この構想を次のステップに進めるために「地区まちづくりルール

と測量について」の説明会を行いました。説明会では、まちづくりにおける

公平性や負担について説明し、建替えや開発に応じて段階的にすすめていく

ことについての理解を求めました。 
これらの結果を受けて、市は、構想の実現に向け、これまでのまちづくり

の集大成となる『地区まちづくり協定』を定めることとします。 
このたび、『地区まちづくり協定』（案）に対するご意見を伺うことを目的

に、地区内の権利者及び居住者を対象に意見募集を実施します。 
つきましては、この意見募集にご協力くださいますようお願いします。 

 

○意見募集は、同封の＜質問と回答用紙＞にご記入の上、返信用封筒に入れ、平成 24 年

1 月 15 日（日）までにポストにご投函ください。（切手は必要ありません） 

●お伺いした情報は、個人情報保護の観点から慎重に取り扱い、当地区の

まちづくりの検討以外に使用することはありません。 

戸田市役所 都市整備部 都市整備課  

担当 坂野、上田、江口 

電話：048-441-1800  ＦＡＸ：048-433-2200 



新曽中央地区 地区まちづくり協定（案）に関する 

意見募集 

＜質問と回答用紙＞ 

 

① 

その他 
 ●協定には、このほか以下のような内容が盛り込まれます。 

項目 概要 条文 
基本事項 名称、協定の位置づけ、協定の目的、適用

区域について 
第１条から第４条 

対象とする者 第 4 条に定める区域の権利者、住民、企業

（地区住民等） 
第 4 条に定める区域で開発あるいは建築行

為を行おうとする事業者（事業者） 

第５条 

運用主体 戸田市 第６条 
建物等の維持管理

に関する事項 
良好な状態が保たれるよう適正な管理に努

める 
第９条 

届出、勧告 協定に基づく市長への届出と勧告 第１０条、第１１条 
協 議 会 と の 事 前 

協議 
市へ貸し出しの申し出された緑地の必要性

及び公園・広場の改修や新設等について協

議 

第１２条  

期間を定めて優先

的に行う事業の設

定 

特に重要なものについて、期間を定めて優

先的に行うべき事業等を定めることが可 
第１３条 

協 定 の 変 更 又 は 

廃止、協定の期限 
戸田市都市まちづくり推進条例に則り協定

の変更、廃止を行う、5 年毎に更新 
第１４条、第１５条 

その他 その他必要な事項について規則で定める 第１６条 

  【質問８】上記のその他ついて、ご意見がある場合は、以下に記載して下さい。 

自由意見欄（意見募集全般についてご意見ございましたら自由にご記入下さい） 

⑧ 

以上で意見募集は終了です。ご協力ありがとうございました。 
 お手数ですが、同封した返信用封筒に入れて、平成２４年１月１５日（日）迄にポストに

投函のほど、お願いします（切手は必要ありません）。 

ご協力を 
よろしくお願い

します 

○意見募集は、この＜質問と回答用紙＞にご記入の上、

同封の返信用封筒に入れ、平成 24 年 1 月 15 日（日）

迄にポストにご投函下さい。（切手は必要ありません）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●土地利用計画 
「住宅地」を主体に、幹線道路沿いは「近隣商業地」や「ロードサイド型商業地」とし、商業サービ

ス施設も立地できるにぎわいのある沿道とします。また、前谷馬場線沿いは戸田駅に通じる駅前通りと

して、にぎわいがあり景観にも配慮したまちなみとします。さらに、住宅誘導地（現準工業地域）は、

地区の実情を踏まえながら、将来的には住居系土地利用としていくようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問１】 上記の土地利用計画についてどのようにお考えになりますか。 

該当する１～３の回答に○をおつけください。 

1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 

ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。

（                                        ） 

② 

＜地区まちづくり協定とは＞ 
 新曽中央地区地区まちづくり構想を実現するため、市と地区住民等及び事業者の

間で定めるルールのことです。構想が目指す将来像：「水に親しみ緑あふれる、歩い

て楽しいまち」を地区まちづくり協定（以下、協定とします）では 3 種類のルール

で実現していこうと考えています。 
 ①まちづくりの基準に関するルール 
 ②まちづくりの責務に関するルール 
 ③緑の形成と地域の交流を生み出すためのルール 
  ここでは、これら 3 つのルールを中心に、協定について皆様のお考えをお聞き

かせ下さい。 

こ の 土 地 利 用 に 基

づき、今後、用途地

域 や 地 区 計 画 等 を

定めていきます。 

①まちづくりの基準に関するルール（協定第 7 条 まちづくりのルール）

③緑の形成と地域の交流を生み出すためのルール 
（協定第 8 条 協定の遵守と地域力向上への協力） 

 

・構想の理念「緑と水がある地域環境との共生と地域力による共助のまちづくり」に基づき、協議会と

市は協働で、緑の形成と地域の交流を生み出すように努めます。 

・土地をお持ちの方が、地区の緑地として活用することを目的に土地貸出の申し出をされたときは、緑

地ボランティア等が緑地を維持管理することを条件に、市は定期の借地契約の締結を行い、花壇等

の緑地整備を担います。 

・そのために、協議会が窓口になって、緑の形成候補地の活用についての審査や緑地ボランティアの推

薦等を行います。 

・こうして、市民と市の協働により、地域環境の共生と地域力による共助のまちづくりをすすめていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問７】上記の協定の遵守と地域力向上への協力についてどのようにお考えになりますか。 

該当する１～３の回答に○をおつけください。 

1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 

ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。 

（                                         ） 

 

 

 

 

 

⑦ 

市の借地を活

用して、いっぱ
いの花や緑を 
創出しましょう 



 
●公園・広場整備計画 

公園・広場は、交流と憩いの場所であると共に、自然環境の空間や災害時の避難・活動拠点として利

用できるようにします。 
①どこからでも歩いていける範囲として、概ね 250ｍ四方の身近な生活圏を設定し、それぞれの生活圏

ごとに、約 1,500 ㎡規模を目安に公園・広場を配置します。 
②公園・広場の総量は、地区面積全体（約 67ha）の 3％にあたる約 20,000 ㎡とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

【質問３】上記の公園・広場整備計画についてどのようにお考えになりますか。 
該当する１～３の回答に○をおつけください。 
① 賛成する ② 反対する ③どちらともいえない 
ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。

（                                         ） 

●緑と水辺整備計画 
みどりの割合 15％を目標に、農地、樹林地等今あ

る緑を保全するとともに、ひとと世代の交流を深め

ながら公共施設や建物・敷地等の緑化などにより、

新たに緑をふやすなど住民と市が力をあわせて目

標達成を目指します。 
市は、道路沿いの優先的な緑化や、シンボル道路

の植栽と親水性を取り入れた修景、笹目川護岸にお

ける親水性を考慮したスポットづくり、笹目川対岸

を結ぶ人道橋の架設などの整備を図ります。 
道路整備計画にある生活道路沿いは、建替えや開発時に、道路中心線から 2.75m となる迄、両側にそれ

ぞれ「緑地帯」を設置して頂きます。 

【質問４】上記の緑と水辺整備計画についてどのようにお考えになりますか。 
該当する１～３の回答に○をおつけください。 
1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 
ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。 

（                                         ） 

 

④ 

●建物敷地整備計画 
主として居住環境を守る視点から、建物と敷地に関する制限を定めます。 

①適正な居住環境の維持に支障を及ぼす建築物の用途（ホテル･旅館）を制限します。 
②日照などの居住環境を守るために、建築物高さの 高限度を定めた高度地区の規制内容より 5ｍ

低い高さの 高限度を定め、新たな高層建築物の立地を制限（第 1 種住居地域 及び第 2 種住居

地域 は 20m まで 、準工業地域は 25m まで、近隣商業地域は 30m までに）します。 
③火災に対して安全なまちをつくるため、燃えにくい建物の構造(準防火地域内の建築構造の制限

に準拠)とします。 
④壁面の位置を隣地境界から 50cm 以上とし、隣家との距離をとり採光・通風等を確保します。 
 道路整備計画図に表示してある生活道路に接する敷地にある建築物の壁面若しくはこれに代わ

る柱の面から道路中心線までの距離は、2.75m 以上とします。 
 道路境界線から壁面等を制限する位置までの間は、構造物を禁止します。 
⑤災害時や防犯面にも安全・安心なまちとするために、垣又はさくの制限を定め、地震時の倒壊や

防犯上の死角をつくる高いブロック塀をやめ、高さ 60cm 以下のブロック塀や生け垣、フェン

ス等とします。   （生活道路沿いの緑地帯） 
⑥敷地内の緑化（緑地帯を

含む）を誘導するため、

敷地面積の 7.5%以上を

緑地とする 低限度を

定め、緑豊かな住環境

の形成を図ります。 
 1000 ㎡以上の開発は、

敷地面積の 10%以上を

緑地とする戸田市宅地

開発等指導要綱に準拠

します。 
⑦新たに土地の区画を設

定するに際には、密集

して建物が立地して建

て詰まりが起こること

を防止するために、敷

地面積の 低限度（100
㎡以上）を定めます。   

【質問５】上記の建物敷地整備計画についてどのようにお考えになりますか。 

該当する１～３の回答に○をおつけください。 

1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 

ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います 

（                                         ） 

⑤ 

W＝7～10ｍ（既存、拡幅※1）

）

新曽中央地区

（※1・・・既存幅員に水路を含む）

公園・広場の位置は、未定

です。今後、まちづくりに

協力頂ける土地を市が取得

してから、整備に入る予定

です。 



 
②まちづくりの責務に関するルール 

（協定第 7 条 まちづくりのルール） 
 

市と地区住民等及び事業者がそれぞれの役割に応じ、力を合わせて協働でまちづくりをすすめ

ていくために、協定では、次のような責務を定めています。 

 市の責務 地区住民等及び事業者の責務 

1.土地

利用 
土地利用計画に基づき、「賑わいと活気があり、住まいと働く場が共存するまち」の実現

を目指します。 

2.道路 整備は地区住民等及び事業者と市が協力して行います。 

 生活道路は個別の建替えに応じて整備を

すすめ、その他の道路は、市が買収方式

で整備を行います。 

3.8ｍ幅員の道路に接道する土地所有者

は、建物の建替え時に 4.0ｍ迄の道路拡

幅分を市に採納をします。 
 

3.公園・

広場 
市が買収方式で公園・広場の整備を行い

ます。 
維持管理などの面で協力します。 
公園・広場の用地の確保にあたり、土地の

売買に関する情報を市に提供します。 

4.緑と 
水辺 

互いに力をあわせて緑地率 15％の確保を目指します。 

 市は、7.5％の緑地確保を図るとともに、ル

ールを遵守するめの監督を行います。 
地区住民等及び事業者は 7.5％の緑地を

確 保 す る た め に ル ー ル を 遵 守 し ま す 。

（緑地帯を含む） 

5.建物と

敷地 
まちづくりのルールを運用します。 
ルールの実行性を担保するため、法的手

続きをすすめます。 

まちづくりのルールを守ります。 
そのために必要な申請等を行います。 

【質問６】上記のまちづくりの責務に関するルールについてどのようにお考えになりますか。 

該当する１～３の回答に○をおつけください。 

1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 

ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。

（                                        ） 

⑥ 

●道路整備計画 
「人が主役の歩いて楽しいみち」をつくるために、市内幹線道路（都市計画道路など）で地区の骨

組みを形成して車の通行に対処します。 
そして、市内幹線道路に囲まれた中は、既存の道路を活かし改善することで、地区幹線道路、地区

補助幹線道路、生活道路からなる道路網をつくり、人や自転車が安全で安心に通ることができ、災害時

の避難路としての機能や延焼拡大防止の機能を有するようにします。 
このうち、地区を東西に貫くシンボル道路には、水辺の演出やボリューム感ある緑化を行います。

また、交差点には必要に応じて隅切りを設けます。 
地区内の水路敷きを安全で快適に利用できるように、緑化等を行い、通学や散策のための通路とし

て活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問２】上記の道路整備計画についてどのようにお考えになりますか。 

該当する１～３の回答に○をおつけください。 

1 賛成する  2 反対する  3 どちらともいえない 

ご意見のある場合や反対の場合は、その理由を（   ）内にご記入願います。 

（                                         ） 

 

③ 

W＝7～10ｍ（既存、拡幅※1）

シンボル道路の整備，W＝10ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　

） （※・・・既存幅員に水路を含む）
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